
（別添）

中山間地域等直接支払制度に係る最終評価について

Ⅰ 目的

最終評価は、実施要領第１３並びに運用第１８に基づき、市町村段階、都道府県

段階並びに全国段階において、集落協定及び個別協定で規定した農業生産活動等と

して取組むべき事項等について行い、制度全体の見直し等に活用することを目的と

する。

Ⅱ 評価等の実施

１ 評価の対象

交付金交付の評価対象は、集落協定及び個別協定（以下「集落協定等」とい

う ）に規定する以下の事項とする。。

(1) 集落マスタープランに定めた取り組むべき事項

(2) 農業生産活動等として取り組むべき事項（個別協定を含む）

(3) 自律的かつ継続的な農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項（個

別協定の農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を含む）

(4) その他協定締結による活動（個別協定を含む）

２ 評価の方法

市町村段階と都道府県段階の評価は、中間年評価の結果（平成２０年６月公

表）及び平成２０年度実施状況等（以下「実施状況等」という ）を踏まえて。

実施し、市町村においては市町村最終評価結果書（参考様式１）を都道府県に

おいては都道府県最終評価結果書（参考様式２）に取りまとめるものとする。

(1) 交付金交付の効果等

ア 市町村段階

市町村は、以下の項目毎に交付金交付の効果等を取りまとめるものとす

る。

集落マスタープランに定めた取り組むべき事項①

運用第７の１の(３)のエに定める「集落マスタープラン」の効果等に

ついては、以下の②～④の活動が、運用第７の１の(３)のエの(ウ)に定

める「集落の５年間の活動工程表」に則して、平成２１年度までに計画

的に実施されることにより生じる効果等を取りまとめるものとする。

農業生産活動等として取り組むべき事項②

運用第７の１の(３)のウに定める「農業生産活動等として取り組むべ

き事項」については 「耕作放棄の防止等の活動 （必須 「水路・農、 」 ）、

道等の管理活動 （必須 「多面的機能を増進する活動 （選択的必須）」 ）、 」

毎に、地域特性に応じた具体的なデータ等を活用して、それぞれその活

動により生じる効果等を取りまとめるものとする。

自律的かつ継続的な農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項③

運用第７の１の(３)のオに定める「農業生産活動等の体制整備として

取り組むべき事項」については 「農用地等保全体制整備 （必須 「Ａ、 」 ）、

要件 （選択的必須 「Ｂ要件 （選択的必須）毎に、地域特性に応じ」 ）、 」



た具体的なデータ等を活用して、それぞれその活動により生じる効果等

を取りまとめるものとする。

④ その他協定締結による活動

上記②～③以外の活動については、それぞれの活動により生じる効果

等について、地域特性に応じた具体的なデータ等を活用して、活動によ

り生じる効果等を取りまとめるものとする。

特に、集落機能の活性化については、本制度の実施により結果的に発

生した効果等として取りまとめるものとする。

なお、実施要領第６の３の(２)のイに定める加算措置については、上

記と同様に効果等を取りまとめるものとし、その他の欄に記載する。

イ 都道府県段階

都道府県は、市町村から報告のあった評価結果を踏まえて、上記アの①

～④の項目毎に交付金交付の効果等を取りまとめるものとする。

(2) 実施状況及び交付金交付の効果等を踏まえた課題

ア 市町村段階

市町村は、実施状況等及び上記（１）のアで取りまとめた交付金交付の

効果等の検証を踏まえて、市町村において認識している制度の課題等を取

りまとめるものとする。

イ 都道府県段階

都道府県は、実施状況等及び上記（１）のイで取りまとめた交付金交付

の効果等の検証を踏まえて、都道府県において認識している制度の課題等

を取りまとめるものとする。

( ) 評価結果3

ア 市町村段階

、 （ ） （ ） 、市町村は 上記 １ のア及び ２ のアで取りまとめた結果を踏まえ

上記（１）のアの①～④の項目毎に本制度の有効性等を検証し、評価結果

を取りまとめるものとする。

その際、中間年評価において「要指導・助言 （ 中山間地域等直接支」「

払制度に係る中間年評価及び平成１９年度実施状況調査の実施について」

【平成１９年９月２０日付け１９農振第１０９９号農林水産省農村振興局

整備部地域整備課長通知】参照 ）と評価された集落協定等の目標達成の。

見込み等についても併せて評価する。

イ 都道府県段階

都道府県は、上記（１）のイ及び（２）のイで取りまとめた結果を踏ま

え、上記（１）のアの①～④の項目毎に本制度の有効性等を検証し、都道

府県としての評価結果を取りまとめるものとする。

その際、中間年評価において市町村が「要指導・助言」と評価した集落

協定等の目標達成の見込み等の状況についても併せて評価する。

( ) 総合評価4

ア 市町村段階



市町村は、上記（３）のアの評価結果（効果、課題等）を踏まえて、本

制度の有効性（耕作放棄の発生防止・解消、農業生産活動の維持を通じた

多面的機能を確保、集落機能の活性化等）を総合的に評価するとともに、

その結果を別紙の区分から選択して区分欄に記入するものとする。

なお、区分欄の「Ｇ（その他 」を選択した場合は、具体的な内容を備）

考欄に記載する。

イ 都道府県段階

都道府県は、上記（３）のイの評価結果（効果、課題等）や評価を取り

まとめる過程で各種説明会・ホームページ等を活用して聴いた都道府県民

の意見等を踏まえて、本制度の有効性（耕作放棄の発生防止・解消、農業

生産活動の維持を通じた多面的機能を確保、集落機能の活性化等）につい

て総合的に評価するとともに、その結果を別紙の区分から選択して区分欄

に記入するものとする。

( ) その他（特徴的な取組事例）5

ア 市町村段階

市町村は、市町村内で取り組まれている集落協定等の中で、地域の特性

に応じた特徴的な取組事例（１事例）を取りまとめる。

イ 都道府県段階

都道府県は、市町村から報告のあった特徴的な取組事例の中から、都道

府県の中山間地域農業の特性を考慮して２～３事例を簡潔に取りまとめ

る。

３ 報告期限等

(1) 市町村段階

市町村長は、市町村が取りまとめた市町村最終評価結果書について、平成

２１年３月末日までに都道府県に報告する。

(2) 都道府県段階

都道府県知事は、都道府県が中立的な第三者機関の検討・評価に付したう

えで取りまとめた都道府県最終評価結果書（市町村最終評価結果書の写しを

添付）について、平成２１年５月末日までに地方農政局を経由して農村振興

局長に報告する。

なお、都道府県が評価結果を取りまとめる過程においては、各種説明会や

シンポジウム、ホームページ等を活用するなどして、都道府県民の幅広い意

見を聞くよう努めるものとし、極力、その反映に努めていただきたい。

（以上）



（別紙）

中山間地域等直接支払制度の総合評価の区分について

区分 総合評価の結果

Ａ ・ おおいに評価できる。

Ｂ ・ おおむね評価できる。

Ｃ ・ やや評価できる。

Ｄ ・ さほど評価できない。

Ｅ ・ ほとんど評価できない。

Ｆ ・ 全く評価できない。

Ｇ ・ その他



【参考様式１】
○○市町村最終評価結果書

１ 実施状況の概要

○○ 【うち集落協定 ○○、個別協定 ○○】( ) 協定数1
○○ｈａ 【対象農用地面積 ○○ｈａ、交付面積率 ○○％】( ) 交付面積2

【地目別面積内訳 田：○○ｈａ、畑：○○ｈａ
草地：○○ｈａ、採草放牧地：○○ｈａ】

○○千円 【うち共同取組活動分：○○千円、個人配分分：○○千円】( ) 交付金額3

２ 交付金交付の効果等

項目 効果等

※ 市町村内の集落協定において、下記の(2)～(4)の事項が 「集落マ(1) 集落マスタープラン 、
スタープラン」の「集落の５年間の活動工程表」に則して、２１年度に定めた取り組むべき
までに計画的かつ着実に実施されることによって生じる効果等（計画事項
的にステップアップが図られた等）について記載する。

① 要指導・助言協定数 ●●協定
② 上記のうち

・２１年度までの目標達成が見込まれる協定数 ●●協定
・引き続き、指導・助言が必要な協定数 ●●協定

※ 市町村内において、交付金の交付によって農業生産活動等が維持さ(2) 農業生 ・耕作放棄
「 」 、産活動等 の防止等 れることにより生じる 耕作放棄の防止等の活動 の効果等について

、 、 、として取 の活動 交付金交付面積 農振農用地への編入面積 既耕作放棄地の復旧面積
鳥獣害防止面積（中間年評価のアンケート結果 、交付金を交付してり組むべ ）
いない地域との耕作放棄率の比較などの地域の特性に応じた具体的なき事項
データ等を活用して記載する。
なお、以下の①～③の項目については、必須として活用する。

※ 個別協定がある場合は、上記に準じて記載する。
、 、【 】 。その際 以下の①～③の項目は に内数で面積等を記載する

① 交付金交付面積 ●●ｈａ
② 農振農用地区域への編入面積 ●●ｈａ
③ 既耕作放棄地の復旧面積 ●●ｈａ

※ 市町村内において、交付金の交付によって農業生産活動等が維持さ・水路・農
「 」 、道等の管 れることにより生じる 水路・農道等の管理活動 の効果等について

水路・農道等の管理延長、その他施設の管理数、管理作業回数の変化理活動
（中間年評価のアンケート結果）などの地域の特性に応じた具体的な
データ等を活用して記載する。
なお、以下の①～②の項目については、必須（実施している場合の

み）として活用する。
※ 個別協定がある場合は、上記に準じて記載する。その際、以下の①

～②の項目は 【 】に内数で距離等を記載する。、

① 水路の管理延長 ●●ｋｍ
② 道路の管理延長 ●●ｋｍ

※ 市町村内において、交付金の交付によって農業生産活動等が維持さ・多面的機
れることにより生じる「多面的機能を増進する活動」の効果等につい能を増進
て、周辺林地の草刈り面積、市民農園の開設・運営面積、棚田オーナする活動
ー制度取組面積、中間年評価のアンケート調査の結果など地域の特性
に応じた具体的なデータ等を活用して記載する。
なお、以下の①～②の項目については、必須（実施している場合の

み）として活用する。
※ 個別協定がある場合は、上記に準じて記載する。その際、以下の①

～②の項目は 【 】に内数で面積等を記載する。、

① 周辺林地の下草刈り ●●ｈａ
② 都市農村交流 ●●ｈａ

（市民農園の開設、棚田オーナー制等）



※ 市町村内の集落協定において 「農用地等保全マップ」に則して、(3) 自律的 ・農用地等 、
２１年度までに計画的に取り組むことによって生じた効果等（保全すかつ継続 保全マッ
る農用地等の明確化が図られた等）について記載する。的な農業 プ

生産活動
※ 市町村内において、交付金の交付によって自律的かつ継続的な農業等の体制 ・Ａ要件

生産活動等の体制整備としての取り組みにより生じる「生産性・収益整備とし
性の向上 「担い手育成 「多面的機能の発揮」の取組について、機て取り組 」、 」、
械・農作業の共同化、高付加価値型農業の実践、認定農業者の育成、むべき事
新規就農者の確保、担い手への農地集積（農作業の受委託を含む 、項 ）
非農家・他集落等との連携などの地域の特性に応じた具体的なデータ
等を活用して記載する。
なお、以下の項目については、必須（実施している場合のみ）とし

て活用する。

① 機械・農作業の共同化 ●●ｈａ
② 高付加価値型農業の実践 ●●ｈａ
③ 認定農業者の育成 ●●人
④ 新規就農の確保 ●●人
⑤ 担い手への農地集積 ●●ｈａ

（農作業の受委託を含む）
⑥ 非農家・他集落等との連携

・非農家 ●●戸
・集落数 ●●集落

※ 市町村内において、交付金の交付によって自律的かつ継続的な農業・Ｂ要件
生産活動等の体制整備としての取り組みにより生じる「集落を基礎と
して営農組織の育成 「担い手集積化」の取組について、集落営農組」、
織の育成数、担い手への農地集積（農作業の受委託を含む）などの地
域の特性に応じた具体的なデータ等を活用して記載する。
なお、以下の項目については、必須（実施している場合のみ）とし

て活用する。

① 集落営農組織の育成 ●●ｈａ
② 担い手集積化 ●●ｈａ

※ 市町村内において、交付金の交付によって農業生産活動等が維持さ(4) その他 ・集落機能
れることにより生じる「集落機能の活性化」の効果等について、話し協定締結 の活性化
合い活動、住民間の繋がり・女性活動・高齢者活動等の活発化（中間による活
年評価のアンケート結果）などの地域の特性に応じた具体的なデータ動
等を活用して記載する。

※ 市町村内において、交付金の交付によって農業生産活動等が維持さ・その他
れることにより生じる上記以外の活動の効果等について、中間年評価
のアンケート結果などの地域の特性に応じた具体的なデータ等を活用
して記載する。

※ また、市町村内において、取り組まれている加算措置については、
それぞれの実施状況等のデータ等を活用して記載する。
なお、以下の項目については、必須（実施している場合のみ）とし

て活用する。
※ 個別協定がある場合は、上記に準じて記載する。その際、以下の項

目は 【 】に内数で面積等を記載する。、

① 加算措置
・ 規模拡大 ●●ｈａ
・ 土地利用調整 ●●ｈａ
・ 耕作放棄復旧 ●●ｈａ
・ 法人設立（特定農業法人）●●法人

（農業生産法人）●●法人



３ 実施状況及び交付金交付の効果等を踏まえた課題

事項 課題

※ 上記１及び２を踏まえて、今後、本制度を推進して行くうえで必要( ) 実施状況1
な見直し等のために、制度の基本的枠組みや運用上の課題について、
地域の意見や提案等を具体的に記載する。
また、個別協定がある場合は、上記に準じて記載する。

※ 同上。( ) 交付金交付の効果等2

４ 事項毎の評価結果

事項 評価

※ 市町村内の集落協定において、下記の(2)～(4)の事項が 「集落マ(1) 集落マスタープラン 、
スタープラン」の「集落の５年間の活動工程表」に則して、２１年度に定めた取り組むべ
までに計画的かつ着実に目標達成が見込まれるかどうか、また、現行き事項
対策から導入した「集落マスタープラン」の効果等（活動対象が明確
になる等）について評価結果を記載する。

※ その際、中間年評価において「要指導・助言 （中間年評価のガイ」
ドライン参照）と評価された集落協定等が、どのように指導・助言、
改善がなされ目標達成が見込まれるのか記載する。

※ 市町村内において、交付金の交付によって農業生産活動等が維持さ(2) 農業生産活動等とし
れることにより生じる「耕作放棄の防止等の活動 「水路・農道等のて取り組むべき事項 」、
管理活動 「多面的機能を増進する活動」について、上記２の効果等」、
の有効性等の検証を踏まえ、市町村としての評価結果を記載する。

※ また、個別協定がある場合は、上記に準じて記載する。

※ 市町村内において、交付金の交付によって自律的かつ継続的な農業(3) 自律的かつ継続的な
生産活動等の体制整備としての取り組みにより生じる「農用地等保全農業生産活動等の体
マップ 「Ａ要件 （生産性・収益性の向上、担い手育成、多面的機制整備として取り組 」、 」
能の発揮 「Ｂ要件 （集落を基礎として営農組織の育成、担い手集むべき事項 ）、 」
積化）について、上記２の効果等の有効性等の検証を踏まえ、市町村
としての評価結果を記載する。

※ 市町村内において、交付金の交付によって農業生産活動等が維持さ( ) その他協 ・集落機能4
れることにより生じる「集落機能の活性化」について、上記２の効果定締結に の活性化
等の有効性等の検証を踏まえ、市町村としての評価結果を記載する。よる活動

※ 市町村内において、交付金の交付によって農業生産活動等が維持さ・その他
れることにより生じる加算措置や上記以外の活動について、上記２の
効果等の有効性等の検証を踏まえ、市町村としての評価結果を記載す
る。

※ また、個別協定がある場合は、上記に準じて記載する。

５ 総合評価結果

総合評価 評価区分

（備考）



※ 以下の様式に簡潔に記入する。６ その他（特徴的な取組事例）

市町村･協定名 ○○県○○町○○協定
ふ り が な

採草放牧地協 定 面 積 田 畑 草地

○ha 水稲 ○○

交 付 金 額 個人配分 ○％

○万円 共同取組活動 ○○手当 ○％

（○％） ○○防止、○○等管理費 ○％

○○維持費 ○％

○○ ○％

協定参加者 農業者○人、○○法人、○○生産組織

取 組 内 容 【 】※ キャッチフレーズを記入する。
※ 取組内容を簡潔に記入する （３～４行程度）。

※ 平成20年度までの主な効果を記載する。主 な 効 果
○ ・・・・・・・・・・・・・ 目標○ha、H20実績○ha）（
○ ・・・・・・・・・・・・・ 目標○人、H20実績○人）（
○ ・・・・・・・・・・・・・ 目標○円、H20実績○円）（



【参考様式２】
○○県最終評価結果書

１ 実施状況の概要

( ) 交付市町村数 ○○1
( ) 協定数 ○○ 【うち集落協定 ○○、個別協定 ○○】2
( ) 交付面積 ○○ｈａ 【対象農用地面積 ○○ｈａ、交付面積率 ○○％】3

【地目別面積内訳 田：○○ｈａ、畑：○○ｈａ
草地：○○ｈａ、採草放牧地：○○ｈａ】

( ) 交付金額 ○○千円 【うち共同取組活動分：○○千円、個人配分分：○○千円】4

２ 交付金交付の効果等

項目 効果等

※ 市町村の報告を踏まえて、都道府県段階で取りまとめ・評価する。(1) 集落マスタープラン
なお、以下の項目については、必須として活用する。に定めた取り組むべき

事項
① 要指導・助言協定数 ●●協定
② 上記のうち

・２１年度までの目標達成が見込まれる協定数 ●●協定
・引き続き、指導・助言が必要な協定数 ●●協定

※ 市町村の報告を踏まえて、都道府県段階で取りまとめ・評価する。(2) 農業生 ・耕作放棄
また、個別協定がある場合は、上記に準じて記載する。産活動等 の防止等
なお、以下の項目については、必須として活用する。として取 の活動

り組むべ
① 交付金交付面積 ●●ｈａき事項
② 農振農用地区域への編入面積 ●●ｈａ
③ 既耕作放棄地の復旧面積 ●●ｈａ

※ 市町村の報告を踏まえて、都道府県段階で取りまとめ・評価する。・水路・農
また、個別協定がある場合は、上記に準じて記載する。道等の管
なお、以下の項目については、必須として活用する。理活動

① 水路の管理延長 ●●ｋｍ
② 道路の管理延長 ●●ｋｍ

※ 市町村の報告を踏まえて、都道府県段階で取りまとめ・評価する。・多面的機
また、個別協定がある場合は、上記に準じて記載する。能を増進
なお、以下の項目については、必須として活用する。する活動

① 周辺林地の下草刈り ●●ｈａ
② 都市農村交流 ●●ｈａ

（市民農園の開設、棚田オーナー制等）

※ 市町村の報告を踏まえて、都道府県段階で取りまとめ・評価する。(3) 自律的 ・農用地等
かつ継続 保全ﾏｯﾌﾟ
的な農業

※ 市町村の報告を踏まえて、都道府県段階で取りまとめ・評価する。生産活動 ・Ａ要件
なお、以下の項目については、必須として活用する。等の体制

整備とし
① 機械・農作業の共同化 ●●ｈａて取り組
② 高付加価値型農業の実践 ●●ｈａむべき事
③ 認定農業者の育成 ●●人項
④ 新規就農の確保 ●●人
⑤ 担い手への農地集積 ●●ｈａ

（農作業の受委託を含む）
⑥ 非農家・他集落等との連携

・非農家 ●●戸
・集落数 ●●集落

※ 市町村の報告を踏まえて、都道府県段階で取りまとめ・評価する。・Ｂ要件
なお、以下の項目については、必須として活用する。



① 集落営農組織の育成 ●●ｈａ
② 担い手集積化 ●●ｈａ

※ 市町村の報告を踏まえて、都道府県段階で取りまとめ・評価する。(4) その他 ・集落機能
協定締結 の活性化
による活

※ 市町村の報告を踏まえて、取りまとめ・記載する。動 ・その他
また、個別協定がある場合は、上記に準じて記載する。
なお、以下の項目については、必須として活用する。

① 加算措置
・ 規模拡大 ●●ｈａ
・ 土地利用調整 ●●ｈａ
・ 耕作放棄復旧 ●●ｈａ
・ 法人設立（特定農業法人）●●法人

（農業生産法人）●●法人

３ 実施状況及び交付金交付の効果等を踏まえた課題

事項 課題

※ 市町村の報告を踏まえて、取りまとめ・記載する。( ) 実施状況1
また、個別協定がある場合は、上記に準じて記載する。

※ 市町村の報告を踏まえて、取りまとめ・記載する。( ) 交付金交付の効果等2
また、個別協定がある場合は、上記に準じて記載する。

４ 事項毎の評価結果

事項 評価

※ 市町村の評価を踏まえて、都道府県における本制度の有効性等につ(1) 集落ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝに定め
いて取りまとめ・記載する。た取り組むべき事項

※ 市町村の評価を踏まえて、都道府県における本制度の有効性等につ(2) 農業生産活動等とし
いて取りまとめ・記載する。て取り むべき事項組

※ また、個別協定がある場合は、上記に準じて記載する。

※ 市町村の評価を踏まえて、都道府県における本制度の有効性等につ(3) 自律的かつ継続的な
いて取りまとめ・記載する。農業生産活動等の体

※ また、個別協定がある場合は、上記に準じて記載する。制整備として取り組
むべき事項

※ 市町村の評価を踏まえて、都道府県における本制度の有効性等につ( ) その他協 ・集落機能4
いて取りまとめ・記載する。定締結に の活性化

よる活動
※ 市町村の評価を踏まえて、都道府県における本制度の有効性等につ・その他

いて取りまとめ・記載する。
また、個別協定がある場合は、上記に準じて記載する。

５ 総合評価結果

総合評価 評価区分

（備考）



６ その他（特徴的な取組事例）

※ 市町村から報告のあった特徴的な取組事例の中から、都道府県の中山間地域農業の特性を

考慮して２～３事例を簡潔に取りまとめる （様式は自由）。


